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「環境報告書 2018」は、国立研究開発法人水産研究・教育機構（以下「機構」）が「環境情報

の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」（環境配慮促

進法）に基づき発行する環境報告書として、平成 29 年度における環境配慮活動の概要を取りま

とめたものです。 

 

編集の方針 

 この報告書は、以下の方針に従って編集を行いました。 

 

報告対象組織 

機構に所属する全ての事務所、研究施設、教育施設、事業所、船舶 

 

報告対象期間 

平成２9 年４月～平成 30 年３月。ただし、内容によっては平成２9 年３月以前のもの及

び平成 30 年４月以降のものを含めています。 

 

参考にしたガイドライン 

環境報告ガイドライン（２０１２年版） 

 

発行年月日 

平成 30 年 9 月 30 日 

 

次回発行予定 

平成 31 年９月発行予定 

 

公表媒体 

  紙資源の節約及び多くの方々に見てもらうことを考慮し、WEB 上での公開としました。 

国立研究開発法人水産研究・教育機構の WEB サイトの「情報公開」のページ

（http://www.fra.affrc.go.jp/kitei/kiteiindex.html）からダウンロードして頂くことが出

来ます。 

 

作成部署、連絡先 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構 経営企画部経営企画課 

〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3 クイーンズタワーB15 階 

TEL：045-227-2600（代表） FAX:045-227-2702 

HP：http://www.fra.affrc.go.jp/ 

 

※本報告書に関するご意見・ご質問は上記までお願いいたします。 

 

 

「環境報告書 2018」について 
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ご挨拶 
 

 

国立研究開発法人水産研究・教育機構では、平成 28 年度から 5

カ年の中長期計画を策定し、研究開発成果の最大化等に向けた取組

を強化するとともに、「水産資源の持続的な利用のための研究開発」、

「水産業の健全な発展と安全な水産物の安定供給のための研究開

発」及び「海洋・生態系モニタリングと次世代水産業のための基盤

研究」の 3 つの重点研究課題及び人材育成業務に取り組んでおり

ます。 

 

さて、平成 26 年に公表された気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）第５次評価報告に基づき、政府では「気候変動の影響へ

の適応計画」及び「地球温暖化対策計画」を閣議決定し政府全体の

取り組みを推進しています。農林水産省は平成 27 年に「農林水産

省気候変動適応計画」、平成 2９年に「農林水産省地球温暖化対策計画」を決定し、現在２つの計

画を一体的に推進しております。その中で、水産の分野に関しては、「農林水産省地球温暖化対策

計画」において「漁船の省エネルギー対策・温室効果ガス排出削減対策」、「漁港、漁場の省エネル

ギー対策」、「藻場等の保全・創造」が掲げられており、私たち機構にこれらの対応が求められるこ

とを踏まえ、技術の開発や影響評価等の課題に積極的に関与し、取り組みを進めております。 

同時に、当機構の事業活動における温室効果ガス排出の削減にも努めるため、政府全体の取り組

みを踏まえ「国立研究開発法人水産研究・教育機構温室効果ガス排出抑制実施計画」を定め、これ

に基づき、平成 32 年度までに平成 16 年度比で温室効果ガスの排出量を 21％以上削減すること

を目標として取り組みを進めております。 

 

「環境報告書２０１８」は、平成２９年度に私たちが研究開発や人材育成などを通して取り組ん

だ環境への配慮とその結果及び環境にかかる社会貢献の概要について取りまとめた報告書です。当

機構では、求められる役割を果たすため、今後、研究体制を見直し、研究の効果的かつ効率的な実

施に向けた対応や、それらに適応する既存の施設の集約化や新たに必要な施設整備などを通して目

標の達成に努めてまいります。今後とも環境に配慮した私たちの継続的な活動を通して、研究課題

の重点化等による研究開発成果の最大化、人材育成業務における教育内容の高度化に取り組むとと

もに両業務の相乗効果の発揮を図りながら、業務に推進してまいりますので、引き続き皆様のご指

導ご鞭撻及び広く忌憚のないご助言を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 

                             理 事 長  宮 原 正 典 
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環境配慮の方針 
 

 

水産研究・教育機構は、水産基本法に掲げられている「水産物の安定供給の確保」と「水産業の

健全な発展」に貢献するため、水産分野における研究開発と人材育成を行っています。これらの事

業を進めるにあたっては、以下に示す環境配慮の方針に基づき、環境研究・環境教育を推進すると

ともに、全ての事業活動にわたって環境への配慮に努めて行きます。 

 

 

 

１．環境保全に係る法令等の遵守 

  「国連海洋法条約」「生物多様性条約」等の国際的な法規範を尊重し、「環境基本法」

「循環型社会形成推進基本法」「環境配慮促進法」等の関係法令を遵守して事業を推進

します。 

 

 

２．水圏環境研究及び環境教育の推進 

  水産業の持続的な発展のためには、海、河川及び湖沼の環境を保全・修復するととも

に、地球温暖化等の環境変化の状況に応じて適切な対応をとることが不可欠です。 

水産研究・教育機構は、漁業生産が環境に与える負荷の低減、環境の変化の把握と影

響評価及びその対応策等に関する研究開発を推進し、得られた成果を広く社会に発信し

ます。さらに、これからの水産業を担う人材を育成するため、環境に関する実践的な教

育を推進します。 

 

 

３．事業活動における環境負荷の低減 

  事業活動においては、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの活用、温室効果ガ

スの排出削減、廃棄物の抑制に努め、環境負荷の低減を図ります。 

 

 

４．適正な管理体制の構築 

  化学物質や危険物を適正に管理するため、管理責任者を明確にするとともに、適切な

防災対策を講じます。また、環境・安全・衛生に関する指針等を策定して職員の共通理

解とし、それを実践する管理体制の構築を図ります。 

 

 

５．社会活動への参加 

グリーン購入については数値目標を掲げた上で取り組みます。また、地域で行われる

様々な環境配慮のための社会活動に積極的に参加します。 
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水産研究・教育機構の概要 
 

 

 国立研究開発法人水産研究・教育機構は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研

究等、個体群維持のためのさけます類のふ化放流、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関

する学理及び教授等を行う独立行政法人です。水産物の安定的な供給と水産業の健全な発展に貢献

するために、水産分野における研究開発と人材育成を推進し、その成果を最大化し社会への還元を

進めます。 

 

 

明治 30(1897)年 農商務省水産調査所に水産講習所が附設され、講習所内に試験部を設置。 

大正 14(1925)年 農林省が発足、「農林省水産講習所試験部」となる。 

昭和  4(1929)年 農林省水産講習所から試験部及び海洋調査部が分離・独立し、「農林省水産試験場」

を設置。 

昭和 16(1941)年 朝鮮総督府釜山高等水産学校（後に「釜山水産専門学校」に改称）設立 

昭和 20(1945)年 終戦に伴い釜山水産専門学校は解散、引き上げ学生を農林省水産講習所に転入学

許可 

昭和 21(1946)年 農林省水産講習所下関分所（第二水産講習所）の開設 

昭和 24(1949)年 農林省付属の試験研究機関の機構改革にともない、水産庁水産研究所として７つ

の海区水研に組織改編 

昭和 25(1950)年 北海道区水産研究所を設置、８海区水研体制となる 

昭和 27(1952)年 第二水産講習所を水産講習所に改称 

昭和 38(1963)年 水産講習所を水産大学校に改称 

昭和 42(1967)年 南海区水研等の統合により遠洋水産研究所を設置 

昭和 54(1979)年 淡水区水研等の統合により養殖研究所を設置、水産工学研究所を設置 

平成 13(2001)年 中央省庁等改革により、９つの水産庁研究所を統合し、独立行政法人水産総合研

究センターを設立 

水産大学校を独立行政法人化 

平成 15(2003)年 認可法人海洋水産資源開発センター及び社団法人日本栽培漁業協会の業務を水研

センターが継承 

平成 18(2006)年 水研センターと独立行政法人さけ・ます資源管理センターが統合 

平成 27(2015)年 国立研究開発法人水産総合研究センターに改称 

平成 28(2016)年 国立研究開発法人水産総合研究センターと独立行政法人水産大学校が統合、国立

研究開発法人水産研究・教育機構が発足 

 

 

 

  

農林省水産試験場（昭和 11 年頃） 

役割 

沿革 

釜山水産専門学校（昭和 19 年頃） 
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水産研究・教育機構は、横浜にある本部と、研究開発業務を担う全国９ヵ所の研究所及び開発調査セン

ター、並びに人材育成業務を担う水産大学校で構成されています。 

 

 

 

 

水産研究・教育機構の事務所と船舶（平成３０年 4 月現在） 

 

 

組織 
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■ 水産研究・教育機構 ■ （旧）水産総合研究センター ■ 水産大学校  

 

4 月１日現在の役員（非常勤を含む）及び常勤職員の人数です。平成27 年度以前は（旧）水産総合研

究センターと水産大学校それぞれの法人ごとに表記しています。平成30 年度からは常勤職員の人数

にフルタイム再雇用職員が含まれています。 

 

 

 

 

収入                         支出 

 

第3 期中期計画を開始した平成23 年度（現在は平成28 年度から第4 期中長期計画）からの収入およ

び支出の推移です。平成27 年度以前は（旧）水産総合研究センターと水産大学校それぞれの法人ごとに、

平成28 年度以降は1 法人として表記しています。 

 

 

 

役職員数 

事業収支 
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水産研究・教育機構では、平成２8 年４月に策定された第4 期中長期計画に基づき、以下の研究開発業

務及び人材育成業務を行っています。 

 

１．水産資源の持続的な利用のための研究開発 

・漁業資源の適切な管理のための研究開発 

・気候変動を考慮した漁場の形成や資源の変動に関する情報を的確

に提供するための研究開発 

 

 

 

 

 

 

２．水産業の健全な発展と安全な水産物の安定供給のための研究開発 

・沿岸域における漁場保全と水産資源の造成のための研究開発 

・内水面漁業の振興とさけます資源の維持･管理のための研究開発 

・養殖業の発展のための研究開発 

・漁船漁業の安全性確保と持続的な発展のための研究開発 

・漁業インフラ整備のための研究開発 

・水産物の安全･安心と輸出促進を含めた新たな利用のための開発

研究 

 

 

３．海洋･生態系モニタリングと次世代水産業のための基盤研究 

・海洋･生態系モニタリングとそれらの高度化及

び水産生物の収集保存管理のための研究開発 

・次世代水産業及び多分野技術の水産業への応

用のための研究開発 

 

 

 

 

 

４．人材育成業務 

・教育機関としての認定等の維持 

・水産に関する学理及び技術の教育 

・水産に関する学理及び技術の教授に係る研究 

・就職対策の充実 

・学生生活支援等 

・自己収入の拡大と教育内容の高度化及び学生確保の強化 

 

事業概要 

乗船実習の様子 

ウナギの仔魚（レプトセファルス） 

数値モデルを用いた海況情報の把握 

表層トロールによるサンマ資源調査 
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環境配慮への取り組み 
 

 

 

 水産研究・教育機構は、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実

行すべき措置について定める計画」（平成 19 年 3 月 30 日閣議決定）等に基づき政府関係機関が

進める温室効果ガスの排出抑制に係る取組みに鑑み、平成 28 年に温室効果ガス排出抑制実施計画

を改正し、平成 32 年度までに平成 16 年度比で温室効果ガスの排出量を 21％削減することを新

たな目標として定めました。 

 

計画の推進体制 

 温室効果ガス排出抑制実施計画を推進するため、以下のような体制を構築しています。この体制

により、エネルギーの使用の合理化に関する法律（改正省エネ法）及び地方公共団体が定める地球

温暖化防止に関する条例に定められた事項にも適切に対応していきます。 

 

 

 

 

温室効果ガス排出抑制実施計画 
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温室効果ガス排出抑制のための具体的措置 

 温室効果ガス排出抑制実施計画では、以下のような具体的措置を定めています。 

 

１．自動車の使用に関する措置 

（１）一般事業用車の更新（リース車を含む。）に当たっては、低公害車比率１００％を目標とす

る。 

（２）車ごとの走行距離、燃費等を把握するなど燃料使用量の調査をきめ細かく行う。 

（３）待機中のエンジン停止の励行、不要なアイドリングの中止等環境に配慮した運転を行う。ま

た、急発進、急加速を行わない。 

 

２．施設のエネルギー使用に関する措置 

（１）エネルギー消費効率の高い機器の導入や節電等に努める。 

（２）現に使用しているパソコン、コピー機等のＯＡ機器、電気冷蔵庫、ルームエアコン等の家電

製品、蛍光灯等の照明器具等の機器について、旧型のエネルギーを多く消費するものの廃止又

は買換えを計画的、重点的に進め、買換に当たっては、エネルギー消費のより少ないものを選

択することとする。また、これらの機器等の新規購入に当たっても同様とする。 

（３）室内における冷房温度は２８℃、暖房温度は２０℃を目安とし、エアコンフィルターの清掃

を月２回心がけ、空調設備の適正運転を行う。 

（４）夏季における執務室での服装について、暑さをしのぎやすい軽装を励行する。 

（５）発熱の大きいＯＡ機器類の配置を工夫する。また、待機電力が最小になるような設定を行う

とともに、昼休み、退所時は主電源を切る。 

（６）昼休みは、業務上特に照明が必要な箇所を除き消灯を行う。また、夜間における照明も、業

務上必要最小限の範囲で点灯することとし、それ以外の消灯を徹底する。 

（７）トイレ、廊下、階段等での自然光の活用を図る。 

（８）燃焼設備の改修に当たっては、温室効果ガスの排出が相対的に少ない燃料に変更する。 

（９）職員の福利厚生の向上に係る要請への対応ともあいまって、水曜日及び金曜日の定時退所の

一層の徹底を図る。 

 

３．用紙類の使用に関する措置 

（１）コピー用紙、トイレットペーパー等の用紙類については、再生紙の使用を進める。 

（２）事務用封筒については、原則として間伐材を使用した製品とする。 

（３）印刷物については、再生紙や間伐材を使用した紙製品を使用する。その際には、古紙パルプ

配合率や間伐材配合率の明記に努める。 

（４）両面印刷、両面コピーの徹底を図る。 

（５）使用済み用紙の裏面使用や使用済み封筒の再使用を行う。 

（６）温室効果ガスの排出削減の観点から、ペーパーレスシステムの早期の確立を図るため、電子

メール、所内ＬＡＮの活用及び文書・資料の磁気媒体保存等電子メディア等の利用による情報

システムの整備を進める。また、印刷物についても最小限の印刷数とし、電子媒体による配布

を進める。 

 

４．用水の使用に関する措置 

（１）必要に応じ、トイレに流水音発生器を設置する。 

（２）水栓には、必要に応じて節水コマを取り付ける。 

（３）一定量の確保・利用が不可欠な飼育水（海水、上水）についても、飼育状況に配慮しつつ、

その使用の効率化に努める。 
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５．廃棄物に関する措置 

（１）使い捨て製品の使用や購入の抑制を図る。 

（２）古紙、缶、瓶、ペットボトルの分別回収を徹底し、廃棄物の削減に努める。 

 

６．その他温室効果ガスの排出の抑制に関する措置 

（１）建築物の建築、改修に関する措置 

ア 実験施設等建築物の建築、改修に当たっては、屋根、外壁、窓等への断熱性能の高い建材

の使用、温室効果ガス排出の少ない空調設備の導入や温室効果ガスの排出が相対的に少ない

燃料が利用できる燃焼設備への変更等に努める。 

イ 建築物の規模、構造等を踏まえつつ、太陽光等自然エネルギーを活用した設備の導入に努

める。 

ウ 実験施設等建築工事等において、支障のない限り、エネルギー消費量の少ない建設機械の

使用を発注者として促す。 

エ 出入車両からの温室効果ガス排出の抑制や建設廃棄物の適正処理等について発注者とし

て促す。 

（２）調査船の運用に関する措置 

ア 調査日程及び調査内容を踏まえつつ、調査船ごとの燃費の把握等燃油使用量の調査をきめ

細かく行う等経済的な調査船の運航に努める。 

イ 用船についても、調査日程及び調査内容を踏まえつつ、経済的な運航に努めるよう用船主

として促す。 

 

 

 

 水産研究・教育機構では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入

法）」（平成 12 年法律第 100 号）に基づき、環境物品等の購入を積極的に進めています。 

毎年度、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め、前年度の調達実績とともにホーム

ページ（http://www.fra.affrc.go.jp）上で公表しています。 

 

平成３０年度の方針は以下のとおりです。 

 

Ⅰ 特定調達物品の平成３０年度における調達の目標 

平成３０年度における個別の特定調達物品等（環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成

３０年 2 月９日閣議決定）に定める特定調達品目毎に判断の基準を満たすもの。）の調達目標は、

全ての特定調達分野に対して 100％とする。なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくま

で調達の推進に当たっての一つの目安を示すものである。 

機構においては、再生産可能な資源である木材を有効に利用するため、これまでも間伐材等を利

用した備品や消耗品の導入及び公共工事における木材利用の促進を図ってきたところであるが、平

成 22 年 10 月に施行された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22

年法律第 36 号）の趣旨や「新農林水産省木材利用推進計画」（平成 28 年 4 月改定）に基づき、

間伐材や合法性が証明された木材の利用を一層推進するとともに、バイオマス製品の調達など、環

境への負荷低減に資するよう努めることとする。 

 

 

Ⅱ 特定調達物品等以外の平成３０年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標 

グリーン購入の推進 
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１ 環境物品等の選択に当たっては、エコマーク、エコリーフ、カーボン・オフセット認証ラベ

ル、カーボンフットプリントマーク、バイオマスマークなどを参考に、より環境負荷の少な

い物品等の調達に努める。 

２ OA 機器、家電製品の調達に際しては、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用し

ているものを選択する。 

３ 環境物品等の選択に当たっては、木材・木製品、バイオマス製品を率先して調達するよう努

める。 

 

Ⅲ その他環境物品等の調達推進に関する事項 

１ 機構内に、グリーン調達を推進するための委員会を設ける。 

２ 本調達方針は全ての部局（地方機関を含む。）を対象とする。 

３ 調達の実績は、毎年品目ごとに取りまとめ、機構ホームページにより公表する。 

４ 機器類等については、できる限り修理等を行い、長期間の使用に努める。 

５ 特定調達物品等の調達に当たっては、調達方針に定める判断基準を満たすことにとどまらず、

エコマーク、エコリーフ、カーボン・オフセット認証ラベル、カーボンフットプリントマー

ク、バイオマスマークなどを参考に、より環境負荷の少ない物品等の調達に努める。 

６ 調達を行う地方公共団体の環境政策及び調達方針と連携を図りつつ、グリーン購入を推進す

る。 

 

 

 

 本部や各研究所、水大校それぞれに環境及び安全衛生に関する委員会等を設置するとともに、関

連する各種規程の整備、それぞれの規程に基づく管理者・責任者・推進者等の任命等を行い、管理

体制を構築しています。 

 
  

設置されている主な委員会等 関連する法人内の規程等(研究所単位での規程を含む)

防災会議 防災業務計画

安全衛生委員会(毒劇・廃液の取扱いを含む) 安全衛生管理規程、安全衛生委員会規則

環境物品等の購入推進委員会 環境物品の調達の推進について

防火・防災対策委員会 防火管理規程（消防計画）、防災管理規程（防災計画）

ラジオアイソトープ委員会
放射線障害防止管理規程、放射線障害予防規程、ラジオアイソトー
プ委員会運営要領、ラジオアイソトープ委員会細則、放射性同位元素
等取扱基準、ＲＩ測定細則、点検細則

廃棄物管理委員会 排水･廃棄物処理要領、実験排水・廃棄物処理について

劇毒物管理委員会 毒劇物等取扱規程、毒物及び劇物等取扱規程

核燃料物質管理委員会 核燃料物質管理規程、計量管理規定

放射能安全委員会 放射線予防規程、放射線障害防止管理規程

化学物質等管理委員会 化学物質等管理規程、実験廃液取扱細則

動物実験委員会 動物実験規程、動物実験委員会規則、動物実験に関する指針

細胞工学実験棟運営委員会 細胞工学実験棟運営委員会運営要領、細胞工学実験棟運営要領

海外伝染病研究棟運営委員会 海外伝染病研究棟運営要領

遺伝子組換え実験等安全委員会 遺伝子組換え実験等管理規程

病原微生物実験安全委員会 病原微生物実験安全管理規程

実験廃液委員会 実験廃液取扱規程

環境・安全衛生に関する委員会等の設置 
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 水産研究・教育機構では環境及び安全衛生管理のため、関連する資格の取得や講習等の受講を促

進しています。平成 2９年度末現在における資格取得者及び講習等の受講者は延べ 5１２人に達し

ています。 

 

 

 

飼育排水の浄化システム 

 魚類等の飼育を行っている施設では、排

水による水質汚濁を防ぐため、オゾン殺菌

や微生物浄化等による排水処理設備を設置

し、環境負荷の低減に努めています。 

 

 

 

 

太陽光発電システム 

 水産大学校や一部の研究施設で

は、太陽光発電システムを設置し

ています。水産大学校においては、

システムの稼動やエネルギー消費

の状況を学内へ情報発信すること

で、教職員及び学生の環境に関す

る問題意識の啓発を促していま

す。 

環境・安全管理に関する資格と取得者数 環境・安全管理に関する講習と受講者数

資格名称 取得者数 講習等名称 受講者数

第一種衛生管理者 45 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 27

第二種衛生管理者 27 少量危険物取扱従事者講習 3

船舶衛生管理者 41 甲種防火管理者講習 46

第一種作業環境測定士 2 ボイラー取扱技能講習 21

一般毒物劇物取扱者 5 小型ボイラー取扱特別教育 6

甲種危険物取扱者 9 低圧電気取扱業務特別教育 20

甲種火薬類取扱保安責任者 1 防災管理者 8

乙種４類危険物取扱者 95 自衛消防業務新規講習 11

丙種危険物取扱者 17 酸素欠乏危険作業特別教育 14

一級ボイラー技士 2 有機溶剤作業主任者講習 29

二級ボイラー技士 23 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 16

第一種放射線取扱主任者 12 Ａ種除害施設等管理責任者認定講習 4

第二種電気工事士 5 エネルギー管理講習 9

高圧ガス製造保安責任者 1 高圧ガス輸送従事者教育 1

第三種冷凍機械責任者 4 粉じん作業特別教育 2

食品衛生責任者 6 計： 217

計： 295

環境負荷低減のための施設・設備 

環境・安全衛生に関する資格の取得、講習の受講推進 

（注）一般毒物劇薬取扱者の資格は、定められた大学の応用科学
に関する学課を終了した者も有しますが、ここでは、毒物
劇薬取扱者試験に合格した者の数のみを挙げています。 

排水処理施設（北海道区水産研究所鶴居さけます事業所） 

水産大学校多目的学生教育棟に設置された太陽光発電パネル（左）及び発電状況

を表示するパネル（右） 
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環境配慮データ 
 

 

 

水産研究・教育機構の平成２９年度における事業活動へのインプットと事業活動からのアウトプ

ットです。 

 

 

 

事業活動のマテリアルバランス 
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電力使用量 

 研究開発に用いる各種機器やサンプル保存用の

冷凍冷蔵設備、水産生物の飼育用水を汲み上げるた

めのポンプ等が主な用途です。さらなる節約は難し

い部分もありますが、引き続き電力使用量の節約に

努めていきます。 

 

 

石油製品使用量 

 主な石油製品は調査船や実習船の燃油である A

重油などです。平成 28 年度以降の減少は調査期間

が短かったなどの理由によるものです。水産研究開

発や人材育成にとって船舶業務は重要であり、単純

に減少させることは困難ですが、引き続き使用量の

削減に努めます。 

 

 

水使用量 

 各水産研究所やさけます事業所で水産生物の飼

育に用いられている海水、河川水及び地下水が主な

内訳です。飼育の規模等は年毎に大きく変わるもの

ではないため、使用量もほぼ横ばいで推移していま

す。 

 

ガス使用量 

 中央水産研究所の全館空調システムでの使用が

主です。平成 5 年に導入された同システムは現在と

なっては省エネ効率が高いとは言い難いものとな

っていますが、同研究所の努力により、使用量は減

少する傾向にあります。より省エネ効率の高いシス

テムへの更新は工事費用も高額となる傾向があり

ますが、これらも含めた検討が必要です。 

 

 

廃棄物排出量 

 平成 22 年度に水産大学校で使用済の薬品廃液等

の一斉処理により大量の汚泥が排出されたため一

時的に排出量が多くなっていますが、平成 23 年度

以降は全体的に大きな変化はなく推移しています。 

 

 

主要エネルギー・物質等の使用量・排出量の推移 
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平成 2９年度に水産研究・教育機構で使用された電力・用水・燃料等の主要エネルギー・物質等

の量は、以下のとおりです。各所で区分や内容が統一されてない部分もありますので、ここでは多

様なデータから内容がほぼ共通している「使用量」と「排出量」に関する一部分を記載しています。 

 

 

 

 

 グラフ及び表（次ページ）は水産研究・教育機構の各所からのＣＯ２排出量の推移と平成 32 年度

の目標値です。 

 

 

平成29年度

電力 上水道
海水

河川水
地下水 燃料ガス類(注2) 石油製品(注3) 用紙類

一般
廃棄物

産業
廃棄物

下水道

KWh ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 kl ｔ ｔ ｔ ｍ3

  本部・開発調査センター 170,074 - - - - 12,224 - - - -

 北海道区水産研究所 5,516,642 3,881 30,005,940 24,247,000 1,225 297 3 28 13 1,565

 東北区水産研究所 1,535,677 4,063 2,696,328 - 656 146 1 7 4 1,203

 中央水産研究所 5,241,721 18,300 1,384,589 - 381,671 12 5 38 66 13,709

 日本海区水産研究所 1,047,648 3,009 596,563 845 1,627 47 2 25 16 -

 国際水資源研究所 454,340 1,914 - - 243 1 2 14 4 1,305

 瀬戸内海区水産研究所 2,889,990 9,710 149,280 - 393 170 1 9 27 3,397

 西海区水産研究所 5,524,543 8,672 1,411,086 - 188 124 2 268 16 2,362

 増養殖研究所 5,306,435 22,717 3,055,840 1,648,168 608 356 2 31 108 388

 水産工学研究所 859,875 11,507 174 - 155 4 1 15 10 -

 水産大学校 3,529,658 54,504 - - 1,249 92 - 48 51 -
 (注1）事業所は、各研究所における支所等を含む

 (注2）燃料ガス類＝都市ガス、天然ガス、プロパンガス等の合計

 (注3）石油製品：灯油、軽油及び重油(小型船舶用燃料含む）、ガソリン等の合計。本部、開発調査センターは中大型船舶用燃料

投入・使用・消費量 排出量

事 業 所（注１）

各事業所からの温室効果ガス排出量 

各事業所における主要エネルギー・物質等の使用量 
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目標値については「国立研究開発法人水産研究・教育機構温室効果ガス排出抑制実施計画」に基

づいて、平成 27 年度までに平成 16 年度比で温室効果ガス排出量を 19％削減するという目標を

掲げて取り組み、平成 27 年度に達成することができました。平成 28 年度には計画を改正し、平

成 32 年度までに平成 16 年度比で 21％以上削減するという新たな目標を設定しました。 

各研究所等の取り組みの効果が現れ、平成 29 年度時点の排出量は平成 16 年度比で２１％以上

の削減目標は達成できているものの、引き続き、排出の抑制に努めてまいります。 

 

 

 

 

 水産研究・教育機構の各所では、ＰＲＴＲ法※に基づき、対象化学物質を管理し、該当する化学物質の取

扱量を把握しています。なお、以下で紹介するＰＲＴＲ法対象化学物質については、全部で5２品目を取

り扱っていますが、その中でも比較的、取扱量の多いものを記載しています。 

 
 

※「特定化学物質の環境への排出量及び管理の改善の促進に関する法律」の略称。化学物質管理促進法、化管法ともいい、特定化学物

質を取り扱う事業者には、化学物質安全データシート作成とＰＲＴＲ届け出が義務づけられている。 

※少数点以下は四捨五入した。取扱いがあったが、四捨五入によりゼロと算出されたものには「０」とし、取扱いがなかったものは空

欄とした。 

 

 

 

 

 

 

 

排出量（t CO2） H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H32目標値

本部（開発調査ｾﾝﾀｰ含む） 134 138 144 134 121 139 137 114 110 111 107 97 93 94 106
北海道区水産研究所 5,636 5,680 5,128 5,465 4,971 5,078 4,884 4,265 4,261 4,031 4,122 4,666 3,715 3,419 4,453
東北区水産研究所 1,751 1,744 1,450 1,551 1,567 1,577 1,453 552 621 692 1,210 883 1,087 961 1,383
中央水産研究所 4,236 4,131 3,937 3,912 3,748 3,931 4,272 3,601 3,469 3,391 3,168 2,901 3,404 3,299 3,346
日本海区水産研究所 1,653 1,510 1,550 1,579 1,504 1,529 1,513 1,115 1,023 893 870 689 875 508 1,306
国際水産資源研究所 421 446 360 368 373 358 363 338 348 336 327 235 224 166 332
瀬戸内海区水産研究所 2,157 2,446 2,197 2,127 2,219 2,285 2,252 2,057 2,009 1,985 1,970 2,220 1,934 1,266 1,704
西海区水産研究所 2,730 2,979 2,798 3,021 2,993 3,206 3,383 3,188 2,997 3,577 3,621 4,024 3,573 2,850 2,157
増養殖研究所 4,490 4,697 4,380 4,910 4,896 5,160 5,144 4,419 4,162 3,958 4,057 4,358 3,659 2,983 3,547
水産工学研究所 903 882 815 789 823 778 722 636 564 594 621 518 522 428 713
水産大学校 6,497 5,986 5,812 7,015 5,924 6,230 5,773 5,939 5,316 5,855 5,410 5,847 2,250 1,918 5,133
船舶 61,355 65,808 50,352 50,863 46,571 48,808 54,135 32,370 34,155 34,831 37,168 37,576 31,125 32,984 48,470

合 計 91,963 96,446 78,924 81,735 75,710 79,080 84,032 58,594 59,036 60,253 62,651 64,015 52,461 50,875 72,651
H16比-21%

PRTR 法対象化学物質の取扱い 
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平成 2９年度の品目毎の特定調達実績を下表に示しました。平成 2９年度は特定調達物品等（「環

境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目毎に判断の基準を満たすもの。）

の調達目標を 100％に定めていましたが、全ての分野においてこの目標を達成することが出来ま

した。 

 また、特定調達物品等以外の環境物品についても、その選択に当たっては、エコマークやエコリ

ーフといった既存の情報を活用し、環境負荷の少ない製品を調達しました。 

 

平成 2９年度特定調達実績 

 

　紙　　　　類 100% 40,696 / 40,696 ㎏ 100%

　文　具　類 100% 103,642 / 103,642 点 100%

　オフィス家具等 100% 243 / 243 点 100%

　画像機器等 100% 2,931 / 2,931 点 100%

　電子計算機等 100% 2,851 / 2,851 点 100%

　オフィス機器等 100% 14,649 / 14,649 点 100%

　移動電話等 100% 0 / 0 台 -

　家電製品 100% 31 / 31 台 100%

　エアコンディショナー等 100% 17 / 17 台 100%

　温水器等 100% 1 / 1 台 100%

　照　　　明 100% 1,680 / 1,680 点 100%

　自動車等 100% 81 / 81 点 100%

　消　火　器 100% 84 / 84 本 100%

　制服・作業服 100% 1,606 / 1,606 着 100%

　インテリア・寝装寝具 100% 22 / 22 点 100%

　作業手袋 100% 8,832 / 8,832 組 100%

　その他繊維製品 100% 41 / 41 点 100%

　設備（日射調整フィルム） 100% 59 / 59 ㎡ 100%

　災害備蓄用品 100% 1,308 / 1,308 点 100%

　役　　　務 100% 813 / 813 件 100%

特定調達分野 目標値  特定調達物品等の調達量/総調達量 調達率

グリーン購入実績 
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環境に関する研究開発、教育及び社会貢献活動 
 

 

 

水産研究・教育機構は平成２８年 4 月に第４期中長期計画を開始しました。当機構では環境の保

全や負荷軽減に関わる研究開発として次のような課題に取り組んでいます。 

 

気候変動を考慮した漁場の形成や資源の変動に関する情報を的

確に提供する研究開発  

近年、水産資源の状況が変化してきており、気候変動、気象

変動に伴う海洋環境変動が影響していると考えられています。

気候変動や温暖化が海洋環境に与える影響や、海洋環境の変動

が低次生産等の海洋生態系に及ぼす影響の解明に取り組んでい

ます。温暖化影響評価は、国や地方公共団体の気候変動適応計

画への資料として活用されます。 

 

 

 

藻場・サンゴ礁の管理保全・修復技術の開発 

水温上昇など環境変化が藻場、干潟、浅海域、サンゴ礁等の生態系に

与える影響の解明とその保全修復技術の開発に取り組んでいます。その

一環として、亜熱帯水域におけるサンゴ礁の管理保全・修復技術として、

サンゴ幼生が効率的に着床可能な装置の開発をしました。またサンゴ礁

域におけるナミハタの産卵場保護区の環境特性の解明をしました。 

 

 

 

有害赤潮･貧酸素水塊発生機構解明と予察･被害防止等技

術開発 

漁業被害を引き起こす有害赤潮や貧酸素水塊発生の予

察・被害防止等技術開発に取り組んでいます。その一環と

して、今後の赤潮発生予測に役立てるため、九州の八代海

で 2016 年 9 月に漁業被害が起きたシャットネラ赤潮の

発生機構を解明しました。 

 

 

閉鎖循環技術を用いた活餌飼育の省エネルギー化の技術開発 

遠洋かつお釣りの活餌を船上で飼育するための設備に、閉鎖循環システムを導入し、換水率を低

減することで、飼育海水の冷却等に必要な燃油を削減するなど省エネルギー化の技術開発に取り組

んでいます。 

 

環境中の電位差を利用した微生物叢制御による養殖漁場環境改善技術の開発 

養殖漁場の環境を良好に保つために、糞や残餌などの環境負荷に敏感に応答する海底の電位に着

目し、その監視や制御によって底質を維持・改善する技術の開発に取り組んでいます

環境保全に関する研究開発 

A ラインの CTD 観測と海面高度計デー
タ解析による親潮の長期平均流量分布 

八代海のシャットネラ赤潮発生機構 

サンゴ幼生着床装置 
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漁具軽量化による燃油の省エネルギー化の研究開発 

小型底びき網漁業に使用される漁具について、目合

を大きくするなどの工夫で漁具全体の抵抗を減少さ

せ、操業時にかかる燃油の省エネルギー化を図る技術

開発に取り組みました。 

 

 

 

 

いか釣り漁業における LED 漁灯の研究開発 

従来のメタルハライド漁灯から発光効率に優れる LED 漁

灯のみの操業による省エネルギー化を目指した技術開発に

取り組んでいます。最適な波長特性を有する LED 漁灯に換

装して実操業を行い、当業船との比較を通じて商業的漁獲と

省エネルギーの両立を目指しています。 

 

 

 

海洋モニタリング技術の高度化の研究開発 

気候変動に伴う海洋・生態系の変動把握のため、水

中グライダーを活用した海洋生態系モニタリング手

法の開発や、ROV やドローン等を統合的に用いた浅

海域生態系観測システムの開発に取り組んでいます。 

 

 

 

 

環境変動影響下における資源海洋モニタリング 

 日本周辺海域で継続的に行っている海洋および放射能モニタリン

グの長期データや標本等を用い、国際的に関心が持たれている地球温

暖化や生物多様性減少の問題、放射能の影響評価に取り組んでいます。

得られた成果は一般向けのパンフレットや COP21 開催に関連した

メディアからの問い合わせへ情報提供を通じて、情報発信も行ってい

ます。 

 

 

海洋酸性化進行状況把握のための観測データ収集お

よび飼育実験による海洋生物への酸性化影響把握 

気候変動影響下における温暖化や酸性化が生態系

に及ぼす影響を把握し、その適応化に関する研究に取

り組んでいます。 

 

底びき網の漁具軽量化 

ドローンによるアマモ場空撮画像処理．背景は Google 

Earth の画像，明るい部分がドローンによる画像を示す． 

ウニの長期酸性化培養実験 
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ノリ作りのための環境情報を発信 

 

ノリの成長には、日照や降雨などの気象条件や、水温、塩分、栄養塩（窒素やリン）などの海況

条件が大きく影響します。したがって、ノリ養殖を行う上で、これらがどのように変化するかとい

った情報が重要になります。 

有明海では、ノリ養殖期の冬季に、ケイ藻などの植物プランクトンが大増殖してケイ藻赤潮とな

ることがあります。植物プランクトンはノリと栄養塩を巡って競合関係にあるため、植物プランク

トンが先に海水中の栄養塩を吸収して増殖してしまうと、ノリへの栄養が不足して色落ちが発生し

てしまいます（図１）。栄養塩不足になると、養殖業者は被害を軽減するために、養殖網の張り込み

時期を変えたり、栄養塩を増やすために肥料をまいたりといった対策が必要になります。 

 

 

その有明海で、関係する研究機関（※１）が共同して、ノリの養殖期に水質や植物プランクトン

の観測を行っています（※２）。また、湾内に自動観測ブイを設置（写真）し、水温や塩分、植物プ

ランクトン量の指標となるクロロフィル量などの項目を高頻度で観測しています。そこで得られた

情報を沿岸海域水質・赤潮観測情報ポータルサイト（※３）を通してリアルタイムで発信していま

す。 

 

  
写真 自動観測ブイ（西海区水産研究所設置） 

 

研究活動トピックス 
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 このポータルサイトでは、有明海沿岸各県の機関が湾内各所に設置している自動観測機器による

水質情報も閲覧できるようになっています。水温については、リアルタイム情報だけではなく、2

週間先までの水温予報を行い、発信しています。栄養塩はこれまで、現場で採水したサンプルを実

験室に持ち帰って測定しなればなりませんでしたが、リアルタイムでの情報提供ができるように、

窒素の量を調べられるようにした自動観測について検討を進めています（図２）。このように、得ら

れた環境データを迅速に発信して養殖網の管理に利用してもらうとともに、蓄積されたデータを用

いて、色落ちによる大きな被害をもたらすケイ藻赤潮の発生メカニズムの解明に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 水産研究・教育機構西海区水産研究所、福岡県水産海洋技術センター有明海研究所、 

佐賀県有明水産振興センター、熊本県水産研究センター 

※２ 水産庁漁場環境・生物多様性保全総合対策委託事業のうち赤潮・貧酸素水塊対策推進事業 

※３ http://akashiwo.jp 

 

このトピックスは国立研究開発法人水産研究・教育機構「ＦＲＡＮＥＷＳ」vol.53 より引用しました 
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 水産研究・教育機構では、水産大学校で行っている水産に関連する環境教育や、公開講座の開催等をと

おして、環境への理解力を備えた人材の育成と、環境に関する知識の社会への普及啓発を進めています。 

 

 

水産大学校における環境教育 

 水産大学校では、「環境倫理」、「水産資源環境

学」、「環境計測学」、「沿岸環境生態学」、「水産環

境学」などのカリキュラムにより、水産に関連す

る環境教育を行っています。たとえば、生物環境

学講座では、海域環境とその生態系を守りながら、

持続的な生産を行う「里海」の保全に向け、水産

資源に適した海域環境の改善と水産資源の維

持・増大のための方策を解明していくため、水産

生物の生理・生態・水産動植物との相互作用や再

生産及び赤潮の消長の仕組み等についての教育

や研究に取り組んでいます。 

 

 

しものせき水族館でオープンラボを開催 

下関市立しものせき水族館海響館１階の常設

オープンスペースにおいて、水産大学校の教員に

よる「オープンラボ」と称して、海の生きものや

水などの性質、食品加工、漁法やロープワークな

ど水産大学校の教育の強みを生かした多岐にわ

たるテーマで実演や展示などを行っています。平

成 2９年度は「魚で作った醤油を味わってみよ

う！」「お助け先生「エビ・カニ」」など 2７テー

マで開催しました。 

 

 

「第 4 回 海の科学講座」で講演 

 西海区水産研究所は、福岡管区気象台、九州大

学応用力学研究所との共催で、高校生など若い人

をはじめ一般の方々を対象とした海の科学講座

を 8 月 6 日に九州大学西井プラザで行いました。

講座のテーマは、調査により明らかになってきた

地球温暖化が海の環境や生態系に及ぼした影響、

さらにはコンピュータによる予測から見えてく

る将来の海についてとし、西水研からは長崎県に

おける大型海藻の衰退と地球温暖化に伴う海水

温の上昇との関係について講演をしました。 

 

沿岸生態系保全実習の風景 

オープンラボ「お助け先生 エビ・カニ」 

環境に関する教育学習 

講演の様子 
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 水産研究・教育機構では、広報イベントや出前授業などを通じて社会や地域に対する貢献を継続的に実

施しています。ここでは、平成2９年度に行った環境保全に関する取組みの一部を紹介いたします。 

 

海洋都市横浜うみ博 201７ 

平成 2９年８月５～６日、海洋都市横浜うみ協議会が主催する「海洋都市横浜うみ博 201７～

見て、触れて、感じる海と日本 PROJECT～」が横浜市大さん橋ホールで開催されました。さまざ

まな海の世界を見て、触れて、感じられる体験型イベントです。水産研究・教育機構は、カラフト

マスの人工ふ化放流と野生魚の自然産卵の研究紹介、プランクトンやマダコの研究成果のパネルや

マダコの赤ちゃんの展示、チリメンモンスター探しなどを行いました。 

 

 

 

施設・調査船の一般公開 

 全国各地の研究所では、地域の方々をはじめ広く一般に、施設や漁業調査船などを公開していま

す。一般公開では、研究成果の紹介や水産生物に親しむコーナー等の展示を行い、水産研究・教育

機構の活動についての理解を深めていただくように努めています。平成 2９年度は、全体で 5,308

人の方々に来ていただきました。これらの行事の開催・報告は、各研究所のホームページで公開し

ています。 

 

 

 

サケのウロコで年齢をみてみよう 

（北水研） 
プランクトンの観察 

（東北水研） 

社会貢献を通した環境活動 

チリメンモンスター探し 展示ブースの様子 
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第 37 回全国豊かな海づくり大会（福岡）に出展 

豊かな海づくり大会は、水産資源の維持・培養と海の自然

環境保全の必要性を広く国民に訴えるとともに、漁業の振

興と発展を図ることを目的に行われています。今回は平成

2９年 10 月２８～２９日に、福岡県宗像市宗像ユリックス

などで開催されました。 

水産研究・教育機構は、海の生き物や環境に興味を持って

もらえるよう、瀬戸内海区水産研究所や西海区水産研究所

の研究紹介の展示や、キジハタ・オニオコゼの稚魚の水槽展

示などを行いました。 

 

 

社会貢献活動トピックス① ～荒崎海岸クリーンフェスタへ協賛～ 

 荒崎海岸クリーンフェスタは、地域の未来を考える会

WAFA と日本釣振興会神奈川県支部が共催している、海岸

清掃や稚魚放流を通じて自然や資源の大切さを学べるイベ

ントです。 

中央水産研究所は本イベントに協賛しており、平成 2９

年 6 月１１日に横須賀庁舎においてタッチプールやカニ釣

りに加え、ニホンウナギの生態やアラサキガンガゼの研究

紹介展示などを行い、２１５人の来場がありました。 

 

 

社会貢献活動トピックス② ～出前授業「みんなの海をきれいに、魚を大切にしよう」開催～ 

 瀬戸内海区水産研究所は、限りある水産資源の現状とそれ

らを保護する大切さを知っていただくため、小学校への出前

授業を行っています。授業では稚魚のゆりかごの役割を担う

アマモの重要性や卵から仔魚が誕生するまでの過程、つくり

育てる漁業のしくみなどの説明や、ふ化したばかりのオニオ

コゼの仔魚を観察したり、トラフグの稚魚のお腹を触ってト

ゲが生えている場所を確認するなど、魚と触れ合うことも体

験してもらいました。 

 

 

社会貢献活動トピックス③ ～「サイエンスステージ」の開催～ 

平成 29 年 11 月、中央水産研究所は、横浜・八景島シー

パラダイスで「サンゴ礁のいま、これから」をテーマに、サ

イエンスステージ in 横浜・八景島シーパラダイスを開催し

ました。サンゴ礁の危機に瀕している現状や、サンゴ礁再生

の取り組みを紹介しました。 
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各種データベース等の公開 

 水産研究・教育機構では、多くの方々に利用して頂けるよう、海洋環境等に関するデータや情報

をホームページ上で公開しています（http://www.fra.affrc.go.jp/db/dbindex.html）。そのう

ち主要なものを以下に紹介します。 

 

・海況予測システム(FRA-ROMS) 

水産生物の資源管理の推進と資源変動要因の解明のための

基盤情報として、我が国周辺太平洋域における海洋の現況図と

２ヶ月先までの予測図を提供しています。 

 

・拡張版日本海海況予測システム（JADE2） 

日本海区水産研究所が九州大学応用力学研究所と共同で開

発した、日本海及び東シナ海の海況(水温，流れの方向と強さ)

を 1993 年から現在まで高精度で再現するとともに、3 カ月

先まで予測計算できるシステムです。 

 

・リアルタイム急潮予測システム 

日本海区水産研究所ほか 8 機関によって開発した、日本海沿

岸で発生する突発的な強い潮の流れの発生を予測するシステ

ムです。 

 

・A-line Database 

北海道区水産研究所と東北区水産研究所が中心となって行

っている A-line（北海道厚岸沖の親潮を横切る定線）の観測デ

ータセットを紹介しています。 

 

・赤潮ネット（沿岸海域水質・赤潮観測情報） 

九州西岸域や瀬戸内海海域で取得されている水温等の連続

観測データや有害赤潮等の分布情報を収集・公表しています。 

 

 

燃油削減量概算ソフト「Dr.省エネ」 

漁業者に減速による省エネ効果を実感して頂くためには，具体

的な燃油削減量を提示することが重要です。そこで、水産工学研

究所と開発調査センターが取り組んできた、漁船漁業の省エネル

ギー化を推進するための調査研究の成果を活用し、所有する漁船

の各種データを入力することによって、減速による燃油削減量を

計算することができるソフト「Dr.省エネ」を作成しました。 

「Dr.省エネ」は、スマートフォンなどの携帯端末から HP

（http://ecofish.fra.go.jp/）にアクセスして頂くことで無料で

ご利用いただけます。  

海況予測システム FRA-ROMS 

赤潮ネット（沿岸海域水質・赤潮観測情報） 

環境に関する研究開発成果の活用 

リアルタイム急潮予測システム 

「Dr.省エネ」表示画面 
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 環境報告ガイドラインとの対応表 

 

ガイドライン項目 報告書関連項目 ページ

１．報告にあたっての基本的要件

（１）対象組織の範囲・対象期間

（２）対象範囲の捕捉率と対象期間の差異

（３）報告方針

（４）公表媒体の方針等

２．経営責任者の緒言 ご挨拶 3

３．環境報告の概要

環境配慮の方針 4

水産研究・教育機構の概要 5

主要エネルギー・物質等の使用量・排出量の推移 15

各事業所からの温室効果ガス排出量 16

温室効果ガス排出抑制実施計画 9

各事業所からの温室効果ガス排出量 16

４．マテリアルバランス 事業活動のマテリアルバランス 14

１．環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略等

（１）環境配慮の取組方針 環境配慮の方針 4

温室効果ガス排出抑制実施計画 9

各事業所からの温室効果ガス排出量 16

２．組織体制及びガバナンスの状況

温室効果ガス排出抑制実施計画（計画の推進体制） 9

環境・安全衛生に関する委員会等の設置 12

（２）環境リスクマネジメント体制 環境・安全衛生に関する委員会等の設置 12

温室効果ガス排出抑制実施計画（計画の推進体制） 9

PRTR法対象化学物質の取扱い 17

３．ステークホルダーへの対応の状況

環境保全に関する研究開発 19

研究活動トピックス 21

環境に関する教育学習 23

環境に関する研究開発成果の活用 26

（２）環境に関する社会貢献活動等 社会貢献を通した環境活動 24

４．バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況

（１）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、戦略等 -

グリーン購入の推進 11

グリーン購入実績 18

（３）環境負荷低減に資する製品・サービス等 環境に関する研究開発成果の活用 26

環境保全に関する研究開発 19

研究活動トピックス 21

（５）環境に配慮した輸送 -

（６）環境に配慮した資源・不動産開発／投資等 -

（７）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル -

１．資源・エネルギーの投入状況

（１）総エネルギー投入量及びその低減対策 温室効果ガス排出抑制のための具体的措置 9

（２）総物質投入量及びその低減対策 事業活動のマテリアルバランス 14

（３）水資源投入量及びその低減対策 主要エネルギー・物質等の使用量・排出量の推移 15

各事業所における主要エネルギー・物質等の使用量 16

２．資源等の循環的利用の状況（事業エリア内） -

３．生産物・環境負荷の産出・排出等の状況

（１）総製品生産量又は総商品販売量等 事業活動のマテリアルバランス 14

温室効果ガス排出抑制実施計画 9

事業活動のマテリアルバランス 14

主要エネルギー・物質等の使用量・排出量の推移 15

各事業所からの温室効果ガス排出量 16

温室効果ガス排出抑制のための具体的措置 9

事業活動のマテリアルバランス 14

主要エネルギー・物質等の使用量・排出量の推移 15

各事業所における主要エネルギー・物質等の使用量 16

（４）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対策 -

（５）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策 PRTR法対象化学物質の取扱い 17

温室効果ガス排出抑制のための具体的措置 9

事業活動のマテリアルバランス 14

主要エネルギー・物質等の使用量・排出量の推移 15

各事業所における主要エネルギー・物質等の使用量 16

（７）有害物質等の漏出量及びその低減対策 -

４．生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 -

１．環境配慮経営の経済的側面に関する状況

（１）事業者における経済的側面の状況 -

（２）社会における経済的側面の状況 -

２．環境配慮経営の社会的側面に関する状況 -

１．後発事象等

（１）後発事象 -

（２）臨時的事象 -

２．環境情報の第三者審査等 環境報告書2018に対する第三者意見 28

2

（１）環境配慮経営等の概要

（２）ＫＰＩの時系列一覧

（３）個別の環境課題に関する対応総括

（２）温室効果ガスの排出量及びその低減対策

（２）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等

（１）環境配慮経営の組織体制等

（３）環境に関する規制等の遵守状況

（２）グリーン購入・調達

（４）環境関連の新技術・研究開発

（１）ステークホルダーへの対応

第８章　その他の
記載事項等

「環境報告書2018」について

（３）総排水量及びその低減対策

（６）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策

第７章　「環境配
慮の経済・社会
的側面に関する
状況」を表す情
報・指標

第４章　環境報告
の基本的事項

第５章　「環境マ
ネジメント等の環
境配慮経営に関
する状況」を表す
情報・指標

第６章　「事業活
動に伴う環境負
荷及び環境配慮
等の取組に関す
る状況」を表す情
報・指標
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環境報告書 2018 に対する第三者意見 

 

 

 

 

 

 

神奈川県環境農政局 

農政部 水産課長 

 

滝口 直之様 
 

 

 

環境報告書２０１８を拝見し、貴機構の研究活動や社会貢献など多岐にわたる取り組みが、全体

的に写真やグラフなども多用されてわかりやすく、読みやすいボリュームであると感じました。 

個々の内容についてですが、各事業所からの温室効果ガスでは、昨年に引き続き、減少している

ことが示されております。貴機構の温室効果ガス排出抑制実施計画では平成 32 年度までに平成

16 年度比で 21％以上削減する目標を昨年度は達成しているものの、引き続き、排出抑制の取り

組みに期待したいと思います。 

神奈川県内にある中央水産研究所の横浜庁舎は施設規模も大きいとお聞きしています。温室効果

ガス排出量を拝見しましても、全国の他の水産研究所と比べて排出量も多く、そのことがうかがえ

ます。それだけに必要な研究を行いながら施設の温室効果ガス削減対策を執られることにご苦労が

多いとお察しします。 

今年 4 月に「水産業の成長産業化を推進するための試験・研究等を効果的に実施するための国立

研究開発法人 水産研究・教育機構の研究体制のあり方に関する検討会」の提言が公表されており

ますが、その中で「施設の合理化等では、今後の研究体制の核となる施設については、積極的に整

備・拡充・更新を行うべき」とあります。現在、貴機構ではこの提言に基づき、施設の合理化等を

検討されているかと思いますが、こうした施設の拡充や更新の機会に合わせて、省エネ効率が高い

設備や機器を積極的に導入するよう検討されることも効果的な取り組みとなるのではないでしょ

うか。 

 また、神奈川県水産技術センターでは三浦半島沿岸域で磯焼け対策などにも取り組んでおります

が、貴機構の社会貢献を通じた環境活動として行っている荒崎海岸クリーンフェスタへの協賛や、

そのほかの地域でも積極的に実施されている出前授業、水産大学校で行っている環境教育などを通

じて、広く一般の方にも海のことを知って頂き、興味を持って頂くことはこれらの対策を行ってい

く上でも大変重要と考えております。貴機構が行う研究開発や人材育成業務を推進していくにあた

り統合のスケールメリットを活かしたこうした環境活動の取り組みに今後とも期待しております。

最後になりますが、今後も貴機構のますますのご活躍をお祈り申し上げます。 


